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吹田市立教育・保育施設条例現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（幼保連携型認定こども園の設置） 

第２条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（以

下「幼保連携型認定こども園」という。）として、次のこども園を設置する。 

⑴  

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

⑶  

 

 

（幼稚園の設置） 

第４条 認定こども園の認定を受けない幼稚園（以下「幼稚園」という。）として、

次の幼稚園を設置する。 

⑴  

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

⑷  

⑸ 吹田市立南山田幼稚園 吹田市千里丘西９番１号 

（保育所の設置） 

第５条 認定こども園の認定を受けない保育所（以下「保育所」という。）として、

次の保育園を設置する。 

⑴ 吹田市立山田保育園 吹田市山田市場１９番９号 

⑵ 吹田市立いずみ保育園 吹田市泉町２丁目１１番４３号 

⑶ 吹田市立南千里保育園 吹田市桃山台１丁目４番１号 

⑷ 吹田市立ことぶき保育園 吹田市岸部中２丁目２番１号 

 

 

（幼保連携型認定こども園の設置） 

第２条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（以

下「幼保連携型認定こども園」という。）として、次のこども園を設置する。 

⑴  

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

⑶  

⑷ 吹田市立やまだこども園 吹田市尺谷２７番１号 

 

（幼稚園の設置） 

第４条 認定こども園の認定を受けない幼稚園（以下「幼稚園」という。）として、

次の幼稚園を設置する。 

⑴  

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

⑷  

 

（保育所の設置） 

第５条 認定こども園の認定を受けない保育所（以下「保育所」という。）として、

次の保育園を設置する。 

⑴ 吹田市立いずみ保育園 吹田市泉町２丁目１１番４３号 

⑵ 吹田市立南千里保育園 吹田市桃山台１丁目４番１号 

⑶ 吹田市立ことぶき保育園 吹田市岸部中２丁目２番１号 

⑷ 吹田市立千里山保育園 吹田市千里山東２丁目１９番２２号 

 

～ ～ 

～ ～ 
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現            行 改     正     案 

 

⑸ 吹田市立千里山保育園 吹田市千里山東２丁目１９番２２号 

⑹ 吹田市立東保育園 吹田市南正雀４丁目１番１号 

⑺ 吹田市立垂水保育園 吹田市垂水町１丁目６番９号 

⑻ 吹田市立吹一保育園 吹田市内本町１丁目２３番２８号 

⑼ 吹田市立吹六保育園 吹田市南清和園町４０番３１号 

⑽ 吹田市立片山保育園 吹田市出口町３２番１号 

⑾ 吹田市立千三保育園 吹田市千里山西１丁目１２番１号 

⑿ 吹田市立山三保育園 吹田市山田西１丁目２７番１５号 

（幼保連携型認定こども園の定員） 

第６条 幼保連携型認定こども園の定員は、次のとおりとする。 

⑴  

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

⑶  

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

 

（保育所の定員） 

第９条 保育所の定員は、次のとおりとする。 

⑴ 山田保育園 １１１人 

⑵ いずみ保育園 １２０人 

⑶ 南千里保育園 １４２人 

⑷ ことぶき保育園 １０５人 

⑸ 千里山保育園 １００人 

⑹ 東保育園 １１２人 

⑺ 垂水保育園 １１２人 

⑻ 吹一保育園 １１２人 

 

 

⑸ 吹田市立東保育園 吹田市南正雀４丁目１番１号 

⑹ 吹田市立垂水保育園 吹田市垂水町１丁目６番９号 

⑺ 吹田市立吹一保育園 吹田市内本町１丁目２３番２８号 

⑻ 吹田市立吹六保育園 吹田市南清和園町４０番３１号 

⑼ 吹田市立片山保育園 吹田市出口町３２番１号 

⑽ 吹田市立千三保育園 吹田市千里山西１丁目１２番１号 

⑾ 吹田市立山三保育園 吹田市山田西１丁目２７番１５号 

 

（幼保連携型認定こども園の定員） 

第６条 幼保連携型認定こども園の定員は、次のとおりとする。 

⑴  

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

⑶  

⑷ やまだこども園 １１８人 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

（保育所の定員） 

第９条 保育所の定員は、次のとおりとする。 

⑴ いずみ保育園 １２０人 

⑵ 南千里保育園 １４２人 

⑶ ことぶき保育園 １０５人 

⑷ 千里山保育園 １００人 

⑸ 東保育園 １１２人 

⑹ 垂水保育園 １１２人 

⑺ 吹一保育園 １１２人 

⑻ 吹六保育園 １１２人 
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⑼ 吹六保育園 １１２人 

⑽ 片山保育園 １２０人 

⑾ 千三保育園 １２０人 

⑿ 山三保育園 １２０人 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

 

⑼ 片山保育園 １２０人 

⑽ 千三保育園 １２０人 

⑾ 山三保育園 １２０人 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

 


